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中央コミュニティセンター空調設備設置事業候補者募集要項 

 

１ 目的 

中央コミュニティセンターに空調設備（以下「設備」という。）を設置するために必要

となる業務（設計・施工一括発注）の受託候補者を、公募型プロポーザル方式により選定

するために必要な事項を示し、企画提案書の提出に必要な事項及び本事業の実施に当たり

必要な事項を定めるものとする。 

  

２ 事業概要 

⑴ 事業名 

  中央コミュニティセンター空調設備設置事業 

⑵ 対象施設 

所在地 ：宮崎県東諸県郡国富町大字本庄１１８９５番地 

施設名称：中央コミュニティセンター 

⑶ 事業概要 

中央コミュニティセンターを対象とした空調設備を設置するために必要となる以下の 

業務（設計・施工一括発注）。 

① 空調設備設置工事（付随する工事を含む。以下同じ。）の設計 

② 空調設備設置工事の施工 

③ 空調設備設置工事の監理 

⑷ 履行期間 

契約日から令和９年３月３１日まで。ただし、議会において繰越明許費の補正に係る

議決を得た場合、この限りではない。 

 ⑸ 提案上限額 

 ２００，０００千円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

 

３ 参加資格 

参加事業体は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 

⑴ 設計及び工事監理業務を担う企業並びに施工業務を担う企業から構成される連合体で

あること。 

⑵ 町の指名競争入札参加者の資格を有する者であること。 

 ⑶ 過去２年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。 

 ⑷ 過去６か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出していないこと。 

⑸ 債務不履行により、所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売

開始決定がなされていないこと。 



⑹ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者で

ないこと。 

 ⑺ 租税を滞納していないこと。 

⑻ 国富町暴力団排除条例（平成２３年国富町条例第１３号）第２条第３号に規定する暴

力団関係者ではないこと。 

⑼ 過去１０年以内に体育館の機械設備又は電気設備の改修工事の設計実績を有する者で

あること。 

⑽ １級管工事施工管理技士の資格を保有する技術者を専任で配置できる者であること。 

 

４ 公募、選定スケジュール 

⑴ 事業内容説明及び現地調査 

  ① 期間 

    令和８年４月２４日（金）１７時００分まで。ただし、事前にアポイントをとるこ

と。 

  ② 場所 

    〒８８０－１１９２ 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄４８００番地 

    国富町役場社会教育課 

⑵ 質問事項 

  ① 受付期間 

令和８年４月２７日（月）１７時００分まで 

② 受付方法 

質問書（任意様式）を電子メールで提出するものとする。この場合、電子メールを

送信した後に、社会教育課まで送信した旨の電話をすること。 

  ③ 回答方法 

    全ての提案者に電子メールにより回答する。 

⑶ 参加表明書等の提出 

 ① 提出書類 

  ア 参加表明書（別記様式第１号） 

  イ 設計者の設計実績（別記様式第２号） 

  ウ 施工者の施工実績（別記様式第３号） 

  エ 登記事項証明書（写しを含む。） 

 ② 提出期限 

   令和８年５月１日（金）１７時００分まで（必着） 

 ③ 提出先 

   上記⑴②に同じ 



 ④ 提出方法 

   持参又は書留による郵送 

⑷ 参加資格の確認 

  提出された参加表明書等について参加資格の確認を行い、令和８年５月７日（木）ま 

でに参加資格の可否を電子メールにて連絡する。 

⑸ 提案書等の提出 

① 提出書類 

ア 企画提案書（任意様式） 

イ 価格提案書（任意様式） 

   ウ 設置後３０年間に要する経費計算書（任意様式） 

エ 添付書類 

(ア) 導入機器の製品カタログ等任意の資料 

(イ) その他町長が提出を求めた書類 

 ② 提出期限 

   令和８年５月２０日（水）１７時００分まで（必着） 

③ 提出先 

   上記⑴②に同じ 

 ④ 提出部数 

   正本１部、副本７部を提出すること。 

 ⑤ 提出方法 

   持参又は書留による郵送 

⑹ 提案書審査会及び結果の公表 

   令和８年６月上旬（予定） 

⑺ 提出後の提案書の取扱い 

  ① 提案書の変更、差し替え、再提出又は返却には応じない。ただし、選定委員会から

の質問に対する回答については、この限りではない。 

  ② 提案書の著作権は、提案者に帰属する。 

  ③ 提案書は、目的以外に無断で使用しない。 

  ④ 提案書の内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令

に基づき保護される第三者の権利の対象となっている方法等を使用した結果生じた責

任は、提案者が負うものとする。 

 ⑻ 辞退 

   参加表明書提出後、辞退を希望する場合は速やかに参加辞退届（任意様式）を提出す

ること。 

６ 提案書の選定 

⑴ 選定手順 



   提案書の書類審査を行った後、選定委員会において内容を審査し選定する。結果につ

いては、提案者に文書で通知を行い、町のホームページで公表する。 

 ⑵ 審査基準 

  ① 審査基準は、概ね次のとおりとする。 

審査項目 審査内容 配点 

実施体制 （ア）経営が安定しており、運営能力があるか。 

（イ）故障及び災害時に迅速な対応ができるか。 

２０点 

事業内容 （ア）ランニングコストにおいて優れているか。 

（イ）メンテナンスが容易であるか。 

（ウ）競技運営において支障がない空調方式であるか。 

（エ）指定避難所での利用を想定しているか。 

（オ）現実的で具体的な工程が組まれているか。 

５０点 

実績・技術力 （ア）空調設備工事の設計実績があるか。 

（イ）機械設備または電気設備の設計実績があるか。 

（ウ）空調設備工事の施工実績があるか。 

３０点 

合 計  １００点 

  ② 審査においては、委員の評価点の平均が６０点以上かつ最高得点の提案者を事業候

補者に決定する。ただし、最高得点の提案者が複数である場合は、委員の多数決によ

り決定する、提案者が１者しかいない場合であっても、委員の評価点が６０点に満た

ない場合は、当該提案者は事業候補者として決定しないものとする。 

 

７ 提案者選定後の手続等 

  事業候補者と町との間で詳細な打合せを行い、双方の合意の後、契約を行う。 

 

８ 提出先・問い合わせ先 

  国富町社会教育課社会体育係 

  〒８８０－１１９２ 

 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄４８００番地 

  電 話 ０９８５－７５－０７５７ 

ＦＡＸ ０９８５－７５－９４３９ 

    電子メール itou@town.kunitomi.miyazaki.jp 

 


